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概要
ジェフリー・ナトリ弁護士は国際法務の分野で30年以上にわたる経験を有し、その豊富
な知識でFisher Phillips東京事務所のクライアントに価値あるサービスを提供します。
ナトリ弁護士は、国境を越えた法的およびコンプライアンス上の複雑な課題に対する、
米国、日本、多国籍企業への支援を主要な業務領域としています。国際規模での事業展
開、M&A取引、グローバルコンプライアンスプログラムに関連して発生する労働および
雇用問題について、アドバイスを提供します。

ナトリ弁護士は、Fisher Phillipsの一員となる前は、米国を拠点とする多国籍なテクノ
ロジーおよびソフトウェア企業の横浜オフィスで副社長兼次席法務顧問を務めていまし
た。同社の海外法務チームを率い、国際契約交渉、販売代理店との関係、コンプライア
ンスイニシアチブ、主要取引を管理していました。また、東京を拠点とする主要な外資
系および日系の法律事務所において社内中枢メンバーとして実務を経験し、新興企業や
国内・外資系企業クライアントに対し、クロスボーダー企業買収、事業分離、不動産取
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引、技術ライセンス契約、調達契約、大規模建設プロジェクトに関する助言を行ってき
ました。

米国と日本の法的環境で訓練を受けたナトリ弁護士は日本語が堪能で、日本、米国およ
びメキシコにおける豊富な地域知見と高度な文化理解を活かし、各地域のクライアント
を支援しています。

ナトリ弁護士はデラウェアロースクールで法学博士号（J.D.）所得、ドレクセル大学で
国際ビジネス専攻M.B.A.、そしてアメリカン大学の国際関係学部の学士号を取得してい
ます。
ナトリ弁護士は、外国法事務弁護士（日本で登録された外国弁護士）として日本国内で
法律業務を行う資格を有しています。

Fluent in Japanese and trained in both U.S. and Japanese legal environments, Jeff
draws on deep regional experience and cultural fluency to support clients operating
across Japan, the U.S., and Mexico.

He holds a J.D. from Delaware Law School, an M.B.A. in International Business from
Drexel University, and a B.A. in from the School of International Service at American
University.

*Jeff is a Registered Foreign Lawyer in Japan.

教育

ドレクセル大学, M.B.A., 1987年

デラウェアロースクール, 法学博士（J.D.）, 1983年

アメリカン大学国際関係学部, B.A., 1980年
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専門活動

ハワイ州弁護士会　会員

神奈川県弁護士会　外国特別会員

環太平洋法曹協会　会員

所属団体
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